
オオ
レレ
だだ
よよ
、、オオ
レレ

もしもし？

児
童
手
当
制
度

県
内
市
町
村
職
員
採
用

合
同
説
明
会

福
祉
に
関
す
る
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
に
ご
協
力
を

上
尾
か
し
の
木
特
別

支
援
学
校
学
校
公
開

心
身
障
害
児
通
園
施
設

「
い
ち
ご
」
の
入
所
受
付

全
国
一
斉「
子
ど
も
の
人
権

1
1
0
番
」
強
化
週
間

児
童
手
当
は
、
中
学
校
修
了
前

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
に
支

給
さ
れ
ま
す
。（
所
得
制
限
あ
り
）

手
当
の
支
給
は
、
原
則
申
請
日
の

翌
月
分
か
ら
に
な
り
ま
す
。

●
現
況
届
は
6
月
30
日
ま
で
に

現
在
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方

は
、
6
月
中
に
現
況
届
を
提
出
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
届
は
、
受
給
者
の
前
年
の

所
得
、
児
童
の
養
育
状
況
な
ど
を

確
認
し
、
引
き
続
き
手
当
を
受
給

で
き
る
か
審
査
す
る
も
の
で
す
。

提
出
が
必
要
な
方
に
は
、
6
月

に
書
類
を
郵
送
し
ま
す
。

問

子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援

係
�内
2
1
6
0

市
町
村
ご
と
に
設
置
す
る
ブ
ー

ス
で
は
、
市
町
村
の
特
色
や
仕
事

の
内
容
な
ど
に
つ
い
て
、
直
接
人

事
担
当
者
か
ら
話
を
聞
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。
入
場
料
無
料
、
予
約

不
要
、
入
退
場
自
由
で
す
の
で
お

気
軽
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

な
お
、
伊
奈
町
も
合
同
説
明
会

に
お
い
て
ブ
ー
ス
を
設
置
す
る
予

定
で
す
。

日
時

7
月
10
日
㈭
13
時
〜
18
時

（
入
場
は
17
時
ま
で
）

場
所

さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ

ー
ナ
（
さ
い
た
ま
新
都
心
駅
下
車

徒
歩
す
ぐ
）

問

彩
の
国
さ
い
た
ま
人
づ
く
り

広
域
連
合
人
材
開
発
部
市
町
村
職

員
担
当
�
6
6
4
―
6
6
8
1

平
成
27
年
度
か
ら
の
次
の
計
画

策
定
に
あ
た
り
、
町
民
の
皆
様
の

ご
意
見
を
お
伺
い
す
る
た
め
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

調
査
票
が
届
い
た
皆
様
は
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
伊
奈
町
第
2
期
障
害
者
計
画
お

よ
び
伊
奈
町
第
4
期
障
害
福
祉
計

画
に
係
る
ア
ン
ケ
ー
ト

②
伊
奈
町
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

お
よ
び
第
6
期
介
護
保
険
事
業
計

画
に
係
る
ア
ン
ケ
ー
ト

問

①
福
祉
課
障
害
者
福
祉
係
�内

2
1
2
1

②
福
祉
課
介
護
保
険
管
理
係
�内

2
1
6
1

日
時

6
月
10
日
㈫
、
7
月
16
日

㈬
、
平
成
27
年
1
月
20
日
㈫
9
時

30
分
〜
12
時

場
所

埼
玉
県
立
上
尾
か
し
の
木

特
別
支
援
学
校

内
容

学
校
概
要
の
説
明
、
見
学

等⃞申
・
問

そ
れ
ぞ
れ
2
日
前
ま
で

に
同
校
�
7
7
6
―
4
6
0
1
へ

心
身
障
害
児
通
園
施
設
と
は
、

心
身
に
障
害
の
あ
る
未
就
学
児
童

（
2
歳
〜
5
歳
児
）
を
療
育
す
る

た
め
の
施
設
で
す
。

受
付
期
間

6
月
2
日
㈪
〜
10
日

㈫所
在
地

ふ
れ
あ
い
福
祉
セ
ン
タ

ー
内
（
小
室
5
0
4
9
―
1
）

受
入
児
童

7
名

必
要
書
類

①
通
園（
利
用
許
可
）申
請
書（
様

式
あ
り
）

②
障
害
者
手
帳
の
写
し
ま
た
は
医

師
等
の
診
断
書
も
し
く
は
意
見

書
③
家
庭
の
状
況
（
様
式
あ
り
）

④
子
ど
も
の
記
録
（
様
式
あ
り
）

⃞申
・
問

子
育
て
支
援
課
子
育
て

支
援
係
�内
2
1
2
7

子
ど
も
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な

人
権
問
題
の
た
め
、「
子
ど
も
の

人
権
1
1
0
番
」
を
設
置
し
取
り

組
ん
で
い
ま
す
が
、
全
国
一
斉
の

強
化
週
間
を
設
定
し
、
子
ど
も
た

ち
か
ら
専
用
相
談
電
話
に
よ
る
相

談
を
実
施
し
ま
す
。

おおおおおおおおおおおおおおお
知知知知知知知知知知知知知知知
ららららららららららららららら
せせせせせせせせせせせせせせせ

広 告

上尾警察署管内 平成26年1～4月

振り込め詐欺 発生状況

振振りり込込めめ詐詐欺欺のの撲撲滅滅ををめめざざししてて！！
あなたを騙す振り込め詐欺の3大キーフレーズ
�携帯の番号が変わったよ
�風邪をひいて声が変わったよ
�また後で連絡するから。携帯番号は…
会話の中でこの言葉が出たら要注意！
「おかしい？」と思ったら
「♯9110」（けいさつ総合相談センター）
に相談しましょう。
上尾警察署・上尾地方防犯協会

被害多発中
※上尾警察署調べ
被害件数・金額は暫定数

1177件件
約約33,,226600万万円円だ

れ
？

息
子
か
し
ら
…

緊急対策
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－アクセサリーからオブジェまで－

〒362-0803　伊奈町大針287-20　神谷ふじ子　TEL:090-1387-2904

楽しい七宝焼  生徒募集中！
活動日  毎週月・水・金曜日
時　間  10時～12時・13時～15時
費　用  1 回 2,000円
※1日コースもあります
時　間  10時～17時
費　用  1 回 4,000円
　　　  ●土・日曜日も活動しています
詳しくは、

消
防
本
部
か
ら
の
お
知
ら
せ

求
人
企
業
合
同
面
接
会

6
月
1
日
〜
7
日
は

水
道
週
間

中
小
企
業
経
営
者
の
皆
様
へ

相
談
に
は
法
務
局
職
員
、
埼
玉

県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
子
ど
も

人
権
委
員
会
委
員
が
対
応
し
、
秘

密
は
厳
守
し
ま
す
。

日
時

6
月
23
日
㈪
〜
29
日
㈰
8

時
30
分
〜
19
時
（
た
だ
し
土
・
日

曜
日
は
10
時
〜
17
時
）

電
話
番
号

0
1
2
0
―
0
0
7

―
1
1
0
（
全
国
共
通
・
無
料
）

※
Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら
は
接
続
で
き
ま

せ
ん
。

問

さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
人
権

擁
護
課
�
8
5
9
―
3
5
0
7

町
内
で
は
、
今
年
に
入
っ
て
か

ら
建
物
火
災
が
多
く
発
生
し
て
い

ま
す
。
火
気
の
取
扱
い
に
は
十
分

注
意
し
ま
し
ょ
う
。

火
災
が
発
生
し
た
ら
、
ま
ず
1

1
9
番
に
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。

●
平
成
26
年
度
危
険
物
取
扱
者
試

験日
時

①
7
月
13
日
㈰
、
②
7
月

20
日
㈰

場
所

①
芝
浦
工
業
大
学
（
さ
い

た
ま
市
）、
②
東
京
国
際
大
学（
川

越
市
）

種
類

全
種
類

受
付
期
間

6
月
12
日
㈭
〜
23
日

㈪受
付
方
法

受
付
期
間
中
に
、
㈶

消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
埼
玉
県

支
部
へ
願
書
を
直
接
持
参
ま
た
は

郵
送
。

「
電
子
申
請
」（
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
か
ら
の
受
験
申
請
）
の
場
合

は
、
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http
://w

w
w
.shoubo-shiken.

or.jp受
験
案
内
お
よ
び
願
書
は
、
県

内
消
防
本
部
ま
た
は
消
防
試
験
研

究
セ
ン
タ
ー
埼
玉
県
支
部
で
配
布

し
ま
す
。

●
危
険
物
取
扱
者
・
消
防
設
備
士

免
状
を
お
持
ち
の
皆
様
へ

危
険
物
取
扱
者
免
状
と
消
防
設

備
士
免
状
に
貼
っ
て
あ
る
写
真
は
、

10
年
に
1
回
貼
り
替
え
が
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
、
現
在
お
持
ち
の

免
状
の
期
限
を
お
確
か
め
く
だ
さ

い
。な

お
、
書
換
え
手
続
き
が
必
要

な
場
合
は
、
申
請
書
を
消
防
本
部

（
署
）
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

問

消
防
本
部
�
7
2
2
―
8
1

1
1

日
時

6
月
12
日
㈭
13
時
〜
16
時

（
受
付
12
時
〜
15
時
30
分
）

場
所

大
宮
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
ビ

ル
4
階
市
民
ホ
ー
ル

対
象

平
成
27
年
3
月
大
学
・
短

大
・
専
門
学
校
卒
業
見
込
の
方
、

1
〜
3
年
以
内
の
既
卒
者
の
方

そ
の
他

予
約
不
要
、
入
退
場
自

由
、
履
歴
書
複
数
持
参
、
求
人
企

業
情
報
を
来
場
者
全
員
に
配
布

参
加
企
業
名
は
当
協
議
会
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
に
掲
載

http
://w

w
w
.kotaikyou-saita

m
a.ne.jp/

問

埼
玉
県
雇
用
対
策
協
議
会
�

6
4
7
―
4
1
8
5

水
道
週
間
は
、
厚
生
労
働
省
・

都
道
府
県
・
各
市
町
村
水
道
事
業

体
に
よ
る
広
報
活
動
を
通
し
て
、

水
道
に
つ
い
て
理
解
と
関
心
を
深

め
、
今
後
の
事
業
の
発
展
を
図
る

も
の
で
す
。

本
年
は
「
お
い
し
い
な

だ
い

じ
な
お
水

ご
く
ご
く
り
」
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
全
国
一
斉
に
実
施
さ

れ
ま
す
。

こ
の
機
会
に
、
水
の
大
切
さ
に

つ
い
て
考
え
、
水
道
水
の
有
効
利

用
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問

水
道
課
�
7
2
1
―
5
5
5

5
「
経
営
者
保
証
に
関
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
が
中
小
企
業
庁
・
金

融
庁
主
導
の
も
と
策
定
さ
れ
、
個

人
保
証
な
し
で
金
融
機
関
か
ら
融

資
を
受
け
た
り
、
事
業
が
破
綻
し

て
も
一
定
の
生
活
費
等
を
残
す
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

問

詳
し
く
は
中
小
企
業
基
盤
整

備
機
構
関
東
本
部
�
0
3
―
5
4

7
0
―
1
6
2
0
へ

広 告

町税等の納期のお知らせ
納付は納期限までにお忘れなく

町県民税 1期
納期内の納付をお願いします。（年金天引きの

方は除きます。）
町税等の納付は、便利な口座振替をご利用くだ

つづ

さい。口座振替申込書は、納付書に綴られている
ほか、役場収税課窓口にあります。通帳および通
帳使用印をご持参のうえ、役場収税課または取扱
金融機関でお申し込みください。
※口座振替の開始は、申込月の翌月末以降の納期
分からとなります。
問 収税課�内２１４３

納期限 6月30日

172014.6




